
彩の国さいたま国際協力基金 

令和７年度助成金の申請について 
 

Ⅰ 申請受付について 

１ 受付期間 

  令和７年５月２９日（木）～令和７年６月２５日（水）※必着 

２ 提出書類 

(１) 助成金交付申請書(様式第１号)(その１),(その２) 

(２) 事業計画書(様式第２号)(その１)～(その４) 

(３) その他協会が指定する書類 

① 団体の定款、寄附行為、会則、又はそれに準じるもの 

② 助成を希望する事業の着手日の属する事業年度の団体の事業計画書及

び収支予算書 

③ 前事業年度の収支決算書 

④ 団体の議決機関の議事録 

⑤ 会員名簿または役員名簿 

⑥ 過去の活動内容のわかる機関紙、新聞記事の写し等 

⑦ 申請事業が過去に本助成金を受けた事業の継続である場合は、これま

での進捗状況を説明する資料 

⑧ 対象地域がわかる地図(海外協力事業のみ) 

⑨ その他、協会が求めるもの 

申請に必要な様式は、協会ホームページからダウンロードできます。 

詳細は記入例を参照し、記載してください。 

https://sia1.jp/international/assist/ 

申請書類の内容を確認するため、電話・メールでヒアリングさせていただ

く場合があります。 

３ 提出先 

（公財）埼玉県国際交流協会 事業推進担当宛て 

郵送又は電子メール 

【郵 送】 

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－５浦和合同庁舎３階 

【E-mail】 

jigyo@sia1.jp（siaの次は半角数字の１） 

４ 問い合わせ先 

（公財）埼玉県国際交流協会 事業推進担当 辻村 

電話：０４８－８３３－２９９２ 



Ⅱ 申請者の資格、助成対象等 

１ 申請者の資格 

国際協力活動の推進に積極的に参加・協力している団体で、埼玉県内に活

動の拠点を有する民間団体 

２ 助成対象事業 

民間団体が実施する次の国際協力活動で、実施期間が令和７年４月１日か

ら令和８年１月３１日までのもの。ただし、４月中に事業が完了しているも

のは除く。 

（１）埼玉県内で実施する国際協力活動（以下「県内協力事業」という。） 

外国人を直接の対象とした県内での協力・支援活動及び海外の開発途上

地域の食料・物資援助の支援活動（ただし（２）を除く。） 

 （２）外国人留学生を対象とした国際協力活動（以下「県内外国人留学生特別 

支援事業」という。） 

  埼玉県内の外国人留学生を直接の対象とした県内での協力・支援活動 

（３）海外の開発途上地域で実施する国際協力活動（以下「海外協力事業」とい 

う。） 

海外の開発途上地域で地域住民とともに、医療、保健衛生、環境保全、 

教育、人権保護、災害復旧支援等の福祉の向上に取り組む活動。なお、渡航 

を伴う場合は、渡航先の国・地域が外務省の危険情報及び感染症危険情報レ 

ベル２未満であること。 

※開発途上地域とは OECD が作成する「DAC 援助受取国・地域リスト」（DAC リ 

スト）に掲載されている国・地域とする。 

 

３ 助成対象経費 

（１）派遣諸費 

交通費：国内(空港往復)外を移動する際の旅費 

渡航費：国外の活動先へ赴く際にかかる航空賃（事業実績報告時には搭

乗券を必ず添付してください。) 

滞在費：国外の活動においてかかる宿泊代 

（２）報 酬 

報 酬：外部協力者等に支払う経費 

人件費：当該事業において主要な役割を果たす当該団体に所属する者に

対する報酬（助成対象経費の１０％以内まで申請できます。支

払い金額の根拠となる資料（団体の規定等）を提出してくださ

い。） 

（３）保険料 

保険料：国外へ渡航する場合の旅行傷害保険料、対象事業活動にかかる

ボランティア保険料等 

（４）事業費 

原材料費：施設建設又は修復、技術移転等にかかる材料購入費 

使用料及び賃借料：施設借上げや物品の借上げにかかる費用 

消耗品費：短期間又は一度の使用によって消費されるもの（文具、用紙



類、印紙類、記録メディア、メモリー、書籍類等） 

印刷製本費：コピー代や印刷費、写真のプリント代等 

通信運搬費：送料、電話代等（電話代等については、助成金対象事業の

みの使用が証明できるものに限ります。） 

備品購入費：原則不可。（ただし、申請事業の実施上必要不可欠な物

で、申請者の所有とならない備品については内容を精査し

て認める場合があります。） 

光熱水費：原則不可。（ただし、申請事業が寮の運営である場合など、

申請事業の実施上必要不可欠な光熱水費で、団体の通常の

運営事業に要しないものについては内容を精査して認める

場合があります。） 

※助成対象経費の算出過程において小数点以下の端数が生じる場合は、その端

数金額は切捨てにより計算してください。 

 

４ 助成対象とならない事業、経費及び団体 

Ⅱ－１～３に該当する場合であっても次のいずれかに該当する事業及び経

費は助成の対象とはなりません。 

(１) 当協会との共催で実施する事業 

(２) 団体の会員又は参加者の友好・親善を図ることを主たる目的としている

事業 

(３) 営利を目的とする事業 

(４) 特定の政治活動または宗教活動を目的としている事業 

(５) 団体の設立について、埼玉県から資金的な援助を受けている団体が行う

事業 

(６) 公共の秩序、安全を害するおそれのある事業 

(７) 過去に３回助成を受けた事業及び直近過去３年間（令和４年度～令和６

年度）に連続して助成を受けた団体 

※ 過去の事業を一部変更する焼き直しや事業実施国を変更するなど、

事業の実態が同じものは申請できません。 

(８) 奨学金支給事業等で、助成された現金が形を変えず、そのまま受給者等

に支給される事業 

(９) 日本語教室における通常の運営事業 

※ 通常の運営事業とは、グループ内スタッフに係る直接経費、会場費

等です。 

(10) 食糧費 

 

５ 助成率、助成限度額、助成期間等 

対象事業 助成率 助成限度額 助成期間 

県内協力事業 
事業経費の 

50%以内 
２０万円 

同一事業 

３年を限度 

県内外国人留学生特別

支援事業 

事業経費の 

50%以内 
２０万円 

同一事業 

３年を限度 

海外協力事業 
事業経費の 

50%以内 
５０万円 

同一事業 

３年を限度 



※ 助成額は審査委員会を経て国際協力基金助成金の予算の範囲内で決定し

ます。助成希望額どおりに助成されるとは限りません。 

※ 同一事業の助成を継続して受ける場合でも毎年度申請を行い採択される

必要があります。 

※ 国又は地方公共団体等から補助金等の支給が予定されている場合は、原

則としてその補助金等相当額は助成対象事業費から控除します。 

 

Ⅲ 審査について 
 

１ 審査方法 

事業内容についてプレゼンテーションを行っていただき審査を行います。 

なお、プレゼンテーションの様子及び申請内容は、協会のHP、SNS、情報紙

で公開することがあります。 

 

２ 審査基準 

 

（１）共通 

項目 評価ポイント 

ＳＤＧｓへの 

適合 
〇持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)に適合するものである 

 

（２）県内協力事業 ※県内外国人留学生特別支援事業を含む 

項目 評価ポイント 

ニーズへの適合 
○外国人住民・地域住民のニーズを満たすものである 

○ニーズに対して適切な効果が期待されるものである 

独自性・先駆性 

○団体の特性を活かしたアイデア・視点で実施するもので

ある 

○先駆的な取組みである 

発展性・将来性 
○団体の活動を発展させ、将来に向かい団体のレベルアッ

プを図るものである 

 

（３）海外協力事業 

項目 評価ポイント 

ニーズへの適合 
○現地の住民のニーズを満たすものである 

○ニーズに対して適切な効果が期待されるものである 

自立性・主体性 
○現地の住民の自立性・主体性を損なわないものである 

○現地住民の理解と協力に基づいて行われるものである 

持続性・将来性 
○現地の住民による事業の持続可能性が高いものである 

○将来的な波及効果が期待されるものである 

 

 

 

 



３ 選考及び採否の通知 

審査委員会で事業内容を審査し、採否及び助成額を決定し、申請者に通知

します。 

 

Ⅳ 交付決定後について 

 

１ 事業の変更「変更承認申請書」（様式第５号） 

  事業内容を変更する場合は事前の承認が必要です。また、経費明細書に計

上されている経費配分を大きく変更する場合も承認が必要となります。 

なお、経費明細書に計上されていない経費については、事業実施時に支出

が生じたとしても原則として対象経費になりません。 

 

２ 交付決定の取り消し 

  次のような場合、事業開始後であっても助成の決定を取り消すことがあり

ます。 

(１) 事業を実施しないとき、または期限内に事業を実施する見込がないとき 

(２) 申請書の記載と事実が著しく相違したとき 

(３) 事業の実施に際して違法行為があったとき 

(４) その他、理事長が不適当と認めたとき 

 

３ 助成金の返還 

次のような場合には、支給された助成金を返還していただきます。 

(１) 助成の決定が取り消された場合 

(２) 助成金の目的外支出が行われた場合、または使途不明金が発生した場合 

(３) 事業規模の縮小などによって総事業費が大幅に縮小され、既に支給され 

た助成金の額が総事業費に対して定められた助成率の上限を上回った場合 

(４)「事業実績報告書」が提出されなかった場合、またはその内容が不十分

である場合 

(５）申請内容、実績報告書に虚偽の記載があった場合 

 

４ 助成を受けた旨の開示 

助成を受けた団体は、助成事業の実施に当たり「彩の国さいたま国際協力

基金」から助成を受けている旨を明らかにし、必ず広報紙、ホームページ等

に表示をしてください。 

申請の際に「助成金交付申請書」（様式第１号）の「その他」に掲載方法

を記入してください。 

 

５ 報告書の提出 

（１）「事業経過報告書」（様式第８号） 

助成対象事業の実施期間が６か月以上の場合は、少なくとも６か月に１

回提出してください。 

（２）「事業実績報告書」（様式第７号） 

事業終了後１か月以内に提出してください。 

※  各支出に係る領収書（宛名が団体名であり、品名の記載があるもの）

は原本を提出してください。止むを得ない理由がある場合は、コピー

と原本の両方を提出してください。原本を確認した後、原本を返却し



ます。 

※  外貨で支払うものについては、円との交換レートが分かる資料を添付

してください。（金融機関の送金通知書など） 

また、請求書等添付書類には日本語訳を付けてください。 

 

６ 実績の公表 
助成対象事業の概要や事業実績報告書の内容は、協会の情報紙及びホーム

ページ等で公表します。 

 



Ⅴ 「彩の国さいたま国際協力基金」による助成の流れ 
 

 

民間団体等からの申請 

（助成金交付申請書、事業計画書等） 

 

 

 

申請団体によるプレゼンテーション 

 

 

 

審査委員会による審査、助成の決定 

  

 

 

 

  

 

申請者からの助成金請求書の提出 

（助成金交付決定通知書受理後、速やかに提出すること） 

 

 

 

助成金半額の交付（助成事業開始時） 

                      

 

                      

（事業期間６か月以上の場合） 

事業経過報告書の提出 
 （事業期間６か月未満の場合） 

事業実績報告書の提出 

                      

 

                      

助成額の残額の交付 

             

            

  

                          

 

             

協会のホームページ等に事業報告等掲載 

 

事業実績報告書の提出 

採択 

不採択 


